
令和６年度福井県産ブランド畜産物ＰＲ業務委託  

プロポーザル募集要領 
 

みだし業務について運営を行う事業者を募集します。予算限度額を遵守して事

業提案をしてください。 

 

１ 目的 

  北陸新幹線福井敦賀開業を契機とし、県民および来県者に向けて福井県ブ

ランド畜産物の名称・価値を認識し、関心を深め、消費を拡大する目的でイ

ベント「ふくいお肉の祭典（仮称）」を開催および、福井県産ブランド畜産

物取扱店舗への来訪者の回遊を促す取り組みを行う。 

 

２ 委託業務の内容等 

（１）業務名 

    「ふくいお肉の祭典（仮称）」開催業務 

 （２）業務内容 

別添「令和６年度福井県産ブランド畜産物ＰＲ業務委託仕様書」のと 

おり 

（３）委託期間 

委託契約締結日から令和６年３月７日まで 

 （４）提案上限額 

    ７,０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 本プロポーザルへの参加資格 

  次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。 

 （１）福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条に規

定する競争入札参加資格を有していること。 

      ただし、後段５（１）に定める参加申込書の提出時に競争入札参加

資格を有していない場合においても、本県に対して地方自治法施行

令第１６７条の５および福井県財務規則第１４６条に規定する競争

入札参加資格審査に関する申請を提出済みであれば、当該項目につ

いて参加資格を有するものとして取り扱うこととし、競争入札参加

資格審査の結果、資格がないと認められた時点において本件に関す

る参加資格を喪失するものとする。 

       ※競争入札参加資格審査申請書様式は、福井県会計局会計課のホ

ームページからダウンロードできる。 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kaikei/sinsei.html 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定す

る者でないこと。 

（３）参加資格の決定の日において、福井県の指名停止措置を受けている

者でないこと。 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kaikei/sinsei.html


（４）民事再生法（平成 11年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の

申し立て、会社更生法（平成 14 年法律第 154号）の規定による更生

手続開始の申立て、または破産法（平成 16年法律第 75 号）の規定

による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第

77号）第 2条第 2号に規定する暴力団およびその利益となる活動を

行う者でないこと。 

（６）福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未

納がない者であること。 

（７）共同事業体の場合は、共同企業体協定書を締結しており、全ての構

成員が、（１）から（６）までの要件を満たしていること。  

（８）共同企業体の各構成員が、他の共同企業体の構成員として又は単独

で本件の企画提案に参加していないこと。 

（９）公告業務と同種または類似の業務を履行した実績を有する者である

こと。（共同企業体にあっては、構成員のうち１以上の者が実績を有

すること。） 

 

４ プロポーザル審査のスケジュール等 

（１）スケジュール 

 ① 募集要領等の公表   令和６年４月４日（木）～４月１５日（月） 

 ② 質問受付期間       令和６年４月４日（木）～４月１５日（月） 

 ③ 質問回答           令和６年４月２２日（月） 

④ 審査会参加申込期間 令和６年４月１５日（月）～４月２６日（金） 

 ⑤ 第１次審査（書類審査） 

       ※応募事業者が４者以上あった場合のみ実施する 

     ※第１次審査結果は、令和６年５月８日（水）１７時までに通

知する。 

⑥ 企画提案書の提出期間 令和６年５月９日（木）～５月１６日（水） 

 ⑦ 第２次審査会（プレゼンテーション審査） 

 令和５年５月下旬（予定）決定次第連絡 

 ⑧ 契約手続き        令和５年６月上旬（予定） 

   （２）募集要領等の配布 

 ①配布期間 令和６年４月４日（木）～４月１５日（月） 

   ②配布場所  

「９ 問合せ先」に同じ 

③配布方法 募集要領などは、上記②配布場所での配布および募集専用

ページに掲載する。 

（URL  https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/bpr_prp.html） 

（３）質問の受付および回答 

   本プロポーザルに関する質問を次のとおり受付、回答する。 

   ① 受付期間 

   令和６年４月４日（木）～４月１５日（月） １７時まで 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/bpr_prp.html


ただし、月曜日～金曜日の１７時以降、土曜日、日曜日および国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定す

る休日を除く。 

② 提出場所 

  「９ 問合せ先」に同じ 

  ③ 提出方法 

  「別紙様式１」により、電子メールまたはＦＡＸで送信すること。

電子メールまたはＦＡＸの場合は、送信後電話にて着信の確認を

行うこと。 

   ④ 回答方法 

    電子メールまたはＦＡＸで４月２２日（月）１７:００に回答を送

信する。 

 

５ 提出書類 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり参加申込書等を提出する

こと。 

（１）審査会参加申込書（第１次審査） 

① 提出書類 ア・イ 各１部、ウ・エ 各５部 

ア 福井県産ブランド畜産物ＰＲ業務委託プロポーザル審査会参加申

込書（別紙様式２－１）および添付書類（参加資格誓約書、競争

入札参加資格通知書の写し、県税ならびに消費税および地方消費

税において未納がない旨の証明書、共同企業体の場合は、共同企

業体協定書） 

イ 会社等概要説明書（別紙様式２－２） 

ウ 過去の類似業務等の実績（別紙様式２－３） 

エ プロポーザル審査 企画提案概要書（別紙様式３） 

   ・業務請負時の実施運営体制 

   ・業務の理解度 

   ・企画提案の概要 

 ② 提出期限 

      令和６年４月２６日（金）１７時（必着） 

③ 受付期間 

       令和６年４月１５日（月）～４月２６日（金）１７時まで 

ただし、月曜日～金曜日の１７時以降、土曜日、日曜日および

国民の祝日に 関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日を除く。 

 ④ 提出方法 

持参、郵送および電子メールによる。電子メールの場合は、 

送信後電話にて着信の確認を行うこと。  

⑤ 提 出 先 

「９ 問合せ先」に同じ 

⑥ 留意事項 



  ア 一提案者が複数の企画提案をすることは認めない。  

イ 本審査会に係る経費は全て提案者の負担とする。 

ウ 提出された書類は、一切返却しない。 

エ プロポーザルで知り得た内容については、口外しない。 

オ 提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内に

おいて複製することがある。 

    （２）企画提案書（第２次審査） 

第２次審査参加資格を有すると認められた者は、次により企画提案 

書等を提出すること。 

 ① 提出書類 

以下のとおり（様式は任意） 提出書類 (各５部) 

企画提案書 

・企画提案の基本方針（コンセプト・考え方） 

 ・企画提案（具体的な企画内容、具体的な仕様、今後の発展

性） 

・その他企画提案を説明するために必要な書類  

経費見積書（内訳含む）  

  参考資料（過去の実績 等） 

② 提出期限 

令和６年５月１５日（水）１７時（必着） 

③ 受付期間 

    令和６年５月８日（水）～５月１５日（水）１７時まで 

ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日を除く。 

④ 参加辞退 

第２次審査参加資格を有すると認められた後の辞退について

は、辞退書（別紙様式４）を提出すること。 

⑤ 提出方法  

持参、郵送または電子メールによる。電子メールの場合は、送

信後電話にて着信の確認を行うこと。 

⑥ 提出先  

「９ 問合せ先」に同じ 

⑦ 留意事項 

 ア 一提案者が複数の企画提案をすることは認めない。  

イ 本審査会に係る経費は全て提案者の負担とする。 

ウ 提出された書類は、一切返却しない。 

エ プロポーザルで知り得た内容については、口外しない。 

オ 提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内に

おいて複製することがある。  

 

６ 審査会（第２次審査参加資格者に対し、詳細は後日連絡する。） 

（１） 日 時 



令和６年５月下旬（予定） 

（２）場 所 

福井県庁中会議室を予定 

（３）説明資料 

当日の説明資料は提出書類から変更しない。 重要な変更がある場合

は、審査会で口頭報告等を行うこと。 

（４）実施方法 

プレゼンテーションの順番は、企画提案書が提出された日時の早い者

から順に行うものとする。 プレゼンテーション ２０分以内 質疑応

答 １０分以内 

（５）そ の 他 

① プロジェクター、スクリーン、パソコンおよびデータ（USBメモリ

等で企画提案書と併せて提出済みのもの）は当方で用意する。 

② 公正な審査の妨げのおそれがある行為をした場合は、参加資格を

失う。 

 

７ 審査方法 

（１）審査基準  

     ① 第１次審査 

     下記の評価項目に従い、提出書類による書類審査を行い、内容を評

価、採点し、審議の上、概ね上位３者を第１次審査通過者として選

定する。 

評価項目 

業務実績   関連業務に係る業務実績および本業務で必要な知

見・専門知識を有しているか 

実施体制   業務を実施するための適切な体制が整っている

か。（協力してもらう関係団体等の意見を十分反

映させることができる体制となっているか） 

業務の理解度 福井県産畜産ブランドの実状を分析できているか 

提案内容     業務について、独自性・創意工夫がある企画提案

内容であるか  

② 第２次審査 

下記の評価項目に従い、提出書類およびプレゼンテーション内容 

の審査を行い企画提案の内容、事業の実施能力等を評価、採点し、

審議の上、最も優れた提案者を選定する。 

評価項目 

提案内容   業務について、独自性・創意工夫がある企画提案

内容であるか  

発展性        新幹線開業効果およびイベント後の知名度向上を 

見据えた提案となっているか  

スケジュール 業務スケジュールは無理のない計画であり、期間 

内に効果的に業務を遂行することが見込まれるか 



見積金額     見積り及び積算内容が適正に算出されているか 

プレゼンテーション能力 

        時間内で提案内容を明確に説明しているか。 

        審査員の質問に対して的確に回答しているか。 

（２）選考結果通知  

① 第１次審査の結果通知 

選考結果については、第１次審査参加者全員に対して通知する。 

     ア 第１次審査提出書類に基づき書類審査を行い、概ね上位３者を

第１次審査通過者として選定する。 

イ 通知方法 

応募者の代表者（担当者）宛電子メールにて通知 

ウ 通知予定日 

令和６年５月７日（火）１７時までに電子メールにて通知す

る。なお、審査内容および各事業者の企画提案内容、見積額等

については、非公開とし、審査結果に対する異議申し立ては、

一切認めない。 

② 第２次審査の結果通知 

選考結果については、第２次審査参加者全員に対して通知する。 

ア 通知方法 

 応募者の代表者（担当者）宛電子メールにて通知 

 イ 通知予定日 

 令和６年５月下旬～６月上旬。なお、審査内容および各事業者の企

画提案内容、見積額等については、非公開とし、審査結果に対する

異議申し立ては、一切認めない。 

（３）優先交渉権者の決定 

 第２次審査において総合的に評価し、最も優れた者を優先交渉権者とす

る。 なお、優先交渉権者が辞退した場合は、次点の者を優先交渉権者

とする。 

 

８ 契約の締結 

  審査の結果、選定された優先交渉権者と企画提案書等に記載された項目

に基づき協議を行い、契約における仕様、金額等の内容を定め、契約を締

結する。したがって、優先交渉権者の決定をもって企画提案書に記載され

た全内容を承認するものではない。 

 

９ 問合せ先 

  福井県農林水産部中山間農業・畜産課 畜産振興グループ 和田・朝倉 

〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 県庁舎８階 

  TEL ０７７６―２０―０４３９ FAX ０７７６－２０―０６５１ 

 E-mail chusankan@pref.fukui.lg.jp 


